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１．行政経営計画の概要 

１．１． 計画の位置づけ 

行政経営計画（以下「本計画」といいます。）は、本市の羅針盤である「総合計画（基本構

想・基本計画）」を実現・実行するため、毎年度の財政見通しを踏まえ、事務事業が最大限の

成果を発揮するための戦略（実施計画）を示すものです。本計画に基づき、選択と集中によ

り、令和４年３月に策定した「総合計画」の将来の都市像「共創による新しい地域価値が創

造され、誰もが輝ける舞台都市・阪南」の実現を推進します。 

 

 

 行政経営計画（毎年度策定） 

実施計画 

経営資源（財政見通し）、外部環境 

行政経営方針 

総合計画（市の最上位計画） 

基本構想（12 ヵ年） 

総合計画 

基本計画（４ヵ年） 

個別計画 

都市計画、福祉計画 等 

進行管理（行政評価） 

 

 

図１：行政経営計画の位置づけ 
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１．２． 計画の期間 

実施計画である本計画の計画期間は、「総合計画」の基本構想、基本計画に基づき、目標達

成に向けた具体的な施策や事業を計画的に推進するため、毎年ローリングを実施する３ヵ年計

画とします。 

 

 

 

図２：行政経営計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：行政経営計画（実施計画）の計画期間 

 

１．３． 計画の構成 

本市では、令和４年４月からスタートした総合計画に掲げた将来の都市像「共創による新し

い地域価値が創造され、誰もが輝ける舞台都市・阪南」の実現に向けて、６つの基本目標に基

づき、まちづくりを進めます。 

本計画では、これらの基本目標などに沿って新年度の方針を示すとともに、その具体的な取

組について、事務事業の概要や事業費を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３：総合計画の構成 

 

１．４． 計画に掲載する事務事業 

本市が実施している事務事業には、本来、国や大阪府が果たすべき事務で法令などによって

市に委託されたものや、市の財源をもとに単独で実施しているものがあります。 

本計画では、すべての事務事業を掲載しています。 

 

2020 
（R2） 

2021 
（R3） 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

基本構想 12年

基本計画 前期 中期 後期

市長任期

実施計画
(３年)
※毎年度
見直し
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１．５． 計画の策定方法及び進行管理 

本計画の策定・進行管理については、施策ごとに、ＰＤＣＡサイクルに沿った定期的な行政

評価と改善を基本として実施し、具体的な成果の創出と成果の見える化を進めます。これらを

進めるにあたり、施策・事務事業の構築・改善や各施策に掲げる指標の達成状況の分析、状況

に応じた指標への更新などを行うときは、事例や経験など主観的な要素のみでなく、根拠に基

づく企画立案（ＥＢＰＭ）の考え方を重視し、統計データや関連データなどの客観的な要素を

根拠とした実効性の高い企画立案・改善に取り組みます。 

また、変化が激しく将来の予測が困難な社会・経済情勢に臨機応変に対応していくため、施

策の実施に際して即応性を求められる業務などにあたっては、ウーダ（ＯＯＤＡ）ループの考

え方を参考に、短い間隔での試行と意思決定の積み重ねを重視して取り組みます。 

施策の評価にあたっては、毎年内部評価として施策の点検・評価を行うほか、特に関心の高

い施策については、内部評価に加えて市民や学識経験者による外部評価などを実施します。 
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２． 本市の財政状況と財政収支見通し 

２．１． 本市の財政状況 

本市の財政状況は、少子高齢化や生産年齢人口減少の影響を受け、市税収入が伸び悩む一方、

高齢化社会の進展に伴う社会保障関連経費や老朽化した公共施設・インフラの維持管理に関す

る経費が増加する見込みであるとともに、国内外の社会経済情勢の変化に伴う物価高騰等が、

今後大きく影響すると予測されるなど、依然として不透明な見通しとなっています。 

このような厳しい財政状況の中、行財政構造改革プラン改訂版（以下「プラン改訂版」とい

う。）の取組初年度となる令和４年度決算では、プラン改訂版に示す職員定員管理等の取組を

計画的に実施するとともに、国の経済対策の影響もあり、実質単年度収支が３年連続の黒字と

なり、経常収支比率についても、前年度の９４．２％から９２．５％に良化するなど、財政非

常事態宣言の３つの解除基準の内、２項目をクリアしました。 

しかしながら、依然として、本市の財政状況は、地方交付税、地方譲与税、国・府補助金等

の財源に依存する体質となっています。 

 

 

図４：経常収支比率 

 

今後も、国の動向を注視しながら、プラン改訂版に掲げる取組の着実な推進はもとより、財

政規律を遵守した「選択と集中」による行財政運営を行い、できる限り早期の「財政非常事態

宣言」の解除をめざすとともに、持続可能な行財政運営の確立に向けた取組を推進します。 

また、このような取組により捻出した財源は、総合戦略に掲げる「誰もが住みたい、住んで

良かった」と感じるまちづくりを実現するための事業に重点的に投資するとともに、大阪・関

西万博の機運醸成に向けた施策展開などに活用します。 

 

 

 

96.6

98.9

95.2

99.8

97.4

98.7

102.3

98.7

98.2

95.6

94.2

92.5

88

90

92

94

96

98

100

102

104

H23 H24 H25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 R2 R3 R4

経常収支比率（％）



 

 

5 
 

 

図５：財政調整基金残高 

 

２．２． 財政収支見通し 

令和６年度の当初予算編成にあたっては、令和６年度決算における財政非常事態宣言の解除

をめざすとともに、持続可能な行財政運営を確立することで捻出した経営資源を「選択と集中」

により施策展開することで「誰もが輝ける舞台都市・阪南の実現」や「ＳＤＧｓ未来都市の実

現」に向けて取り組みます。 

なお、当初予算を反映した財政収支見通しでは、歳入面においては、固定資産税の評価替え

等に伴う市税収入の減収を見込むとともに、地方交付税（臨時財政対策債含む）については、

こども・子育て政策の強化等に伴う基準財政需要額の増加を勘案して予測しています。 

一方、歳出面においては、人件費は、定年引き上げに伴う退職手当の状況や定員管理計画に

基づく人員配置、さらには、会計年度任用職員への勤勉手当の支給による増減を見込んでおり、

また、社会保障関連経費についても、高齢化の進展に伴い、今後も増加傾向で推移するものと

予測しています。 

また、公債費については、平準化の観点から後年度の支出負担を見込みながら、計画的な投

資的事業の実施に取り組みます。 

 

 

図６：義務的経費の推移 
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○阪南市一般会計当初予算 財政収支見通し 

 

令和６年２月時点 

【単位：百万円】 

   

 

 

 

 ※歳入歳出差は、財政調整基金及びふるさとまちづくり応援基金で財源を補う必要がある金額です。 

 ※表において、百万円単位の端数調整により、合計と内訳などが一致しない場合があります。 

 

  

（R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） （R11）

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

12,061 12,076 12,127 12,275 12,200 12,390 12,212

5,445 5,032 5,446 5,457 5,378 5,390 5,403

5,046 5,049 5,149 5,209 5,317 5,350 5,339

1,570 1,995 1,532 1,608 1,505 1,650 1,470

6,403 8,237 6,605 6,380 6,495 6,575 6,689

3,269 3,085 3,168 3,160 3,207 3,254 3,297

1,701 1,740 1,873 1,862 1,929 1,963 2,008

407 2,073 576 363 363 363 363

1,026 1,340 987 996 996 996 1,021

100 100 100 100 100 100 100

18,564 20,413 18,832 18,755 18,794 19,065 19,001

10,048 10,394 10,354 10,660 10,523 10,952 10,690

3,606 3,865 3,700 3,888 3,637 3,922 3,568

5,023 5,161 5,276 5,378 5,481 5,583 5,685

1,420 1,369 1,378 1,394 1,406 1,447 1,436

580 2,423 856 515 515 515 515

8,706 8,569 8,679 8,585 8,758 8,729 8,863

2,639 2,715 2,814 2,885 2,959 3,031 4,354

国保 685 688 695 695 695 694 694

介護 872 890 908 924 943 959 984

後期 1,082 1,137 1,211 1,266 1,322 1,377 2,676

2,586 2,529 2,347 2,483 2,442 2,453 1,285

3,481 3,325 3,519 3,216 3,356 3,246 3,747

19,335 21,387 19,890 19,760 19,796 20,197 20,067

繰出金

義
務
的
経
費

投資的経費

公債費

扶助費

人件費

一
般
財
源

特
定
財
源

前年度繰越金

歳入合計

歳
　
　
　
入

その他

歳
　
　
　
出

市税

地方交付税

その他

市債

府支出金

国支出金

補助費等

その他

そ
の
他
経
費

歳出合計

▲ 771 ▲ 974 ▲ 1,058 ▲ 1,005 ▲ 1,002 ▲ 1,131 ▲ 1,066歳入歳出差



 

 

7 
 

３．行政経営方針 

３．１． はじめに 

・令和５年５月に新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけが５類へ引き下げとなり、地

域活動や社会経済活動が以前のように活気を取り戻しつつあります。一方で、エネルギー・食

料品価格などの物価高騰により、私たちの暮らしや社会全体に大きな影響を及ぼしています。 

引き続き、経済対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事

業者などへの支援を実施します。 

・本市の行財政運営にあたっては、「行財政構造改革プラン（改訂版）」に掲げる取組を計画的か

つ着実に進め、令和６年度決算での「財政非常事態宣言」解除をめざします。 

・本市のまちづくりの羅針盤となる「総合計画」では、市民一人ひとりが知恵や能力を発揮し、

まちづくり活動において、新しい価値の創造に挑戦し未来への「一歩」を踏み出す姿勢を皆様

と共有するため、本市のめざす将来ビジョンを「ＯＮＥ ＡＣＴＩＯＮ～時代の一歩先をゆく

まち～」と定めています。これまで進めてきた「協働のまちづくり」は、「協働・共創のまち

づくり」へと、発展・深化していきます。 

・誰もが暮らしやすい社会の実現に向け、すべての人が互いに尊重され、認め合い、まちの担い

手として生き生きと活躍し、自分らしく豊かに暮らしていくことができるよう「誰も一人ぼっ

ちにしない、誰も排除しないまち」というスローガンのもと、“自分たちの地域は自分たちで

守り、創る”を基本とし、これまで進めてきた住民自治を展望する公民協働のまちづくりを着

実に進めます。 

・本市では、令和５年に、阪南の海で活動をしている「阪南セブンの海の森」が、全国でも数少

ない先駆的な事例として、環境省より「自然共生サイト」として認定され、「ＯＥＣＭ」に登

録されました。今後、ＳＤＧｓ未来都市の取組などと併せて、本市の特色を活かした体験型観

光や学びの場として、国内外の交流人口や関係人口を拡大し、地域経済の活性化へつながるよ

う、取り組みます。 

・ＳＤＧｓまちづくり基金を活用して、地域の社会課題解決に向けた取組を支援するとともに、

子どもたちの夢をかなえ、また、高齢者が楽しく健康に過ごすことができる取組を応援します。 

・本市では、大阪・関西万博を契機として地域の課題解決や地域活性化などを推進するため、令

和３年度より、我々は「ＴＥＡＭ ＥＸＰＯ2025」プログラムの「共創パートナー」となり、

様々な企業などと「共創チャレンジ」に取り組んでいます。大阪・関西万博の開催まで約１年

となるなか、令和６年度は、これまでに築き上げてきたＳＤＧｓの取組とともに、新しい地域

価値を創造していく「共創チャレンジ」の活動をサポートします。 

・とりわけ、令和６年度は、すべての家庭が安心して子育てができ、子どもたちが笑顔で成長し

ていくために、「子ども子育て応援プロジェクト」に力を入れて取り組みます。 

・こうした取組を通じ、阪南スタイル「山と海が出会う都会（まち） ちょうどよい田舎」の創

出に向け、次に掲げる取組を柱に魅力的なまちづくりを進めます。 
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①「ＳＤＧｓ－里山里海づくり－推進プロジェクト」  

・「お茶とアマモから始まる カーボンニュートラル！はんなんＣｏ－ベネフィット創出プロジ

ェクト」 

・子どもたちを含めた市民の活動を応援する「はんなん海の学校」 

・公共施設のＬＥＤ化や太陽光発電設備の導入などの環境に配慮した脱炭素化事業の推進 

・里山、里海をフィールドとした共創の取組を全国・世界に発信（「ＴＥＡＭ ＥＸＰＯ2025」

プログラム） など 

 

②「シティプロモーション戦略」 

・市民向けの情報発信の強化 

・リモートワークやワーケーションの推進 

・リビング・シフトに対応したシティプロモーション など 

 

③「スマートシティ戦略」 

・スマートシティ推進計画に掲げる取組の推進 

・行政ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 

・地域ＤＸの推進 など 

 

④「ウォーカブルシティ戦略」 

・尾崎駅及び尾崎駅周辺のまちなかのにぎわいづくりの創出 など 

 

⑤「子ども子育て応援プロジェクト」 

・子ども医療費助成の対象年齢を拡充 

・赤ちゃんの駅（ベビーケアルーム）を市役所本庁舎及び公共施設に設置 

・子どもの読書環境の整備 

・国産木材を使用した就学前教育・保育施設の木質化や遊具の購入等による子どもの成育環境の

整備 

・小中学校体育館に移動式空調機器の整備 

・大阪・関西万博会場への子どもたちの無料招待 

・「（仮称）阪南市子どもの権利に関する条例」の制定 など 
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３．２． 基本目標別の基本方針 

令和６年度における主な施策の取組方針について、「総合計画」に掲げる６つの基本目標に沿

い、次のとおりお示しします。 

 

 

基本目標１：人と地域がつながり、多様な価値観とにぎわいによる共創のまち 

 

１）『協働・共創社会の形成と促進』 

・地域課題の解決に向け、市民一人ひとりの専門的な知識や技能をまちづくりに活かせるようま

ちづくり人材バンクの登録及び活用の促進を図ります。 

・協働・共創のまちづくりを推進するため、市民活動センターでは市民活動の活性化や人材育成

に努めるとともに、地域に出向き新たな担い手の掘り起こしなどを進めます。 

・市民協働施策については、目的や効果などが市民に分かりやすく伝わるよう情報発信の工夫を

行い、更なる協働に対する意識醸成を図ります。 

 

２）『地域コミュニティの活性化』 

・地域の主体的な意思によるまちづくり、地域の魅力向上及び課題解決のため、地域まちづくり

協議会条例に基づく新たな地域運営組織の設立をめざし、令和５年度に引き続き、地域力を支

援する研修などの取組を進めます。 

・ＩＣＴを活用した地域活動の支援として、地域デジタル支援アプリを活用し、情報発信・共有

を行うことにより、迅速化やペーパーレス化を図るとともに、役員の負担軽減につなげ、地域

コミュニティの活性化に取り組みます。 

・住民センターについては、地域における自主運営をめざし、地域の実情に応じた支援や取組な

ど寄り添いながら、市民の皆さんが、持続可能なコミュニティ拠点として利活用できるよう取

組を進めます。 

 

３）『公民連携を推進するまちづくり』 

・民間事業者や大学、専門学校などと協定を結び、地域の課題解決に向けた連携事業を推進する

とともに、ＳＤＧｓの啓発活動やシティプロモーションの推進を連携して実施しています。 

・特に、令和４年８月に策定したＳＤＧｓ未来都市計画に基づき本市の自然豊かな里山・里海を

活かしたカーボンニュートラルの取組を通じて関係・交流人口を増やし、消費の拡大につなげ、

環境にやさしいまちに集まった人々が、健康でウェルビーイングを感じられる取組を推進し、

様々なＣｏ－ベネフィットを創出することで、好循環な地域づくりの実現を図ります。 

・主な取組として、アマモ場の回復が遅れている海域に対してアマモの移植を行うなど、ブルー

カーボンの取組を推進します。 

・市内において遊休農地を活用した茶畑の運営を通じて、市民の生きがいづくりにつながる事業

を実施します。 

・ＳＤＧｓ普及啓発の一環として市内小学校でのＳＤＧｓ出前授業を株式会社伊藤園、大阪ガス

ネットワーク株式会社、日本郵便株式会社を始めとする企業と連携し、引き続き行います。 
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・ＳＤＧｓ万博でもある大阪・関西万博を契機に、ＳＤＧｓの推進や本市の取組を広くＰＲする

ことで、本市に訪れていただくなど、交流人口、関係人口の拡大に寄与し、地域経済や地域活

動への波及につなげるため、大阪・関西万博に関連するさまざまなイベントに参加するととも

に、大阪・関西万博の自治体参加催事への出展をめざします。また、市内在住の子どもたちが、

大阪・関西万博会場で未来社会の革新的な技術やサービスを直接体験することによって、将来

に向けた夢と希望を感じることができるよう、大阪・関西万博会場に無料招待する取組を進め

ます。 

 

４）『シティプロモーションの充実』 

・「シティプロモーション戦略」として、行政が運営する阪南テレワークステーションと民間が

運営する地域ビジネス創出拠点である阪南サテライトオフィスを基軸に、都市圏などでの勤

務の回避や、感染リスクの軽減を図ることを通じた地方への新たな人の流れを創出するため、

市内外に向けて施設の魅力のＰＲや地域経済を活性化させるビジネスマッチングを実施する

など、リモートワークやワーケーションに向けた取組を通じて、交流人口、関係人口の増加を

めざします。 

・移住定住を総合的かつ効果的に促進するため、庁内横断的組織において、庁内関係部局で移住

定住に関する情報共有や連携を強化するとともに、移住定住ウェブサイトのコンテンツをさ

らに充実させて、魅力を発信する活動を行います。 

・対面とオンラインによる「移住相談会」や市外での「出張移住相談会」に加えて、移住希望者

に対して、移住後のリアルな体験ができる「移住体験会」や先輩移住者のリアルな声が直接聞

ける「移住者との交流会」を実施します。 

・各種情報発信ツールを活用し、市内外へまちづくり活動や地域活動、本市でがんばる活躍者を

応援するための情報発信に取り組みます。 

 

５）『男女共同参画社会・女性の活躍推進の形成』 

・すべての人が互いに人権を尊重しつつ、性別に関わりなく個性と能力が十分に発揮できる社会

の構築をめざし、「男女共同参画プラン（第３次）」に基づき、幼少期からの男女共同参画の

意識づくりや意思決定の場への女性参画の拡大など、全庁的に取組を推進します。 

 

 

基本目標２：誰もが、健やかにいきいきと暮らせるまち 

 

１）『地域共生社会の実現』 

・地域共生社会の理念である、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をも

ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域や社会を創るため、社会福祉法に基づき、

複合的な課題解決をめざし、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に

行う重層的支援体制整備事業を実施します。 

・子どもから高齢者まで、孤立など地域や社会に埋もれがちな生活問題に対して、地域や事業者

など様々な主体と連携し、誰もが安心して暮らしていくことができる地域共生社会の実現に

向けて策定した第４期「地域福祉推進計画」を着実に実施します。また、アウトリーチ等の充
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実を行うため、専門員を配置して社会参加に向けたより丁寧な支援を必要とする方への支援

を強化します。 

・地域住民が主体的に地域づくりに参加することができる環境整備、多機関の協働による相談支

援体制の構築などを通じ、包括的支援体制を整備します。 

 

２）『健康づくりの推進』 

・子育て世代包括支援センターを運営し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う

ことで妊産婦、乳幼児やその保護者などの健康の増進を図ります。 

・出産・子育て応援事業では、これまでの妊娠期から出産・子育てまで一貫した相談を充実しま

す。また、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、経済的支援

（出産応援給付金５万円、子育て応援給付金５万円）を一体的に実施します。 

・誰もが健康で生活し、高齢になっても健康で長く社会参加できるよう、健康寿命を延ばし健康

づくりを推進するため、「健康増進計画・食育推進計画及び自殺対策計画」の策定に取り組み

ます。 

・保健センターについては、照明のＬＥＤ化と施設の老朽化対策として外壁及び防水改修工事を

行います。 

・市民病院においては、泉州南部の３公立病院（阪南市民病院・市立貝塚病院・りんくう総合医

療センター）と医師会などとの連携により構築した診療情報ネットワークシステム（なすびん

ネット）を活用するなど、かかりつけ医などの地域の医療機関と連携を図りつつ、地域の中核

病院として小児医療や救急医療などの医療機能を安定的に提供します。さらに今後は、地域医

療連携推進法人に参画し、救急医療体制の充実に努めます。また、令和８年４月からの次期指

定管理期間において市民病院の管理・運営を行う事業者を選定し、引き続き安定した医療提供

体制の構築に努めます。 

・国民健康保険では、第３期「データヘルス計画」に基づく各種保健事業を実施し、被保険者の

健康保持の増進に寄与するとともに、医療の効率的かつ適正な提供に資する施策を推進しま

す。 

 

３）『子育て支援の充実』 

・令和２年３月に策定した第２期「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、本市の子ども・子

育て支援のさらなる充実を図るとともに、（仮称）第３期「子ども・子育て支援事業計画」の

策定に取り組みます。 

・子ども医療費助成の対象を満 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日まで拡充し、児童福祉

の増進を図ります。 

・新型コロナウイルス感染症対策基金を活用し、赤ちゃんの駅（ベビーケアルーム）を市役所本

庁舎及び公共施設に設置することにより、アフターコロナの中で、安心して授乳やおむつ替え

ができる環境整備を図ります。 

・森林環境譲与税基金を活用し、木に親しみながら安全・安心に楽しむことができる子育て総合

支援センターの屋外遊び場を整備します。 

・令和４年４月から子育て総合支援センター内で実施するすべての事業を民間事業者へ委託し、

「地域子育て支援事業」として一体的に実施しており、その有する技術やノウハウなどを活用
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し連携することにより、地域子育て支援機能の一層の充実を図ります。 

 

４）『高齢者福祉・介護の充実』 

・健康寿命を延伸することを目的として、より効果的・効率的な事業運営に向け健康事業を一体

的に実施するため、引き続き介護予防事業やポピュレーションアプローチの拡充などに向け

て取組を進めます。 

・介護予防の普及を目的として、健康無関心層に対する運動習慣や介護予防に取り組むきっかけ

づくり、既存の運動教室参加者などに対する継続したモチベーション向上及び維持のため、介

護予防体力測定事業を実施するなど、高齢者の健康寿命延伸を図ることで、人生の最期まで望

む生き方ができる「まちづくり」をめざします。 

・令和５年度に策定した第９期「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、介護保

険事業を安定的かつ健全に運営するとともに、共生型介護予防拠点を基点として身近な地域

で誰もが参加・交流し、地域住民がつながる地域共生社会をめざします。 

・認知症施策として正しい理解と知識を深め、認知症の発症を予防する「健康づくり」などに向

けた取組を進め、認知症になっても地域で暮らし続けることができるまちづくりを推進して

いくとともに、引き続きフレイル対策の充実、強化に取り組みます。 

 

５）『障がい者福祉の充実』 

・障がい者が安心して本市で生活ができ、また社会参加ができるよう、令和２年度に策定した第

４次「障がい者基本計画」及び令和５年度に策定した第７期「障がい福祉計画」・第３期「障

がい児福祉計画」を着実に推進します。 

・たんぽぽ園の個別施設計画を作成し、施設の保守及び点検を計画的に実施します。 

 

６）『生活支援の充実』 

・生活困窮者に対する生活相談支援に当たっては、生活困窮者自立支援事業と生活保護制度を効

果的に活用するなど、早期の支援につながるように取り組みます。 

・生活保護制度の改正に伴い、医療扶助オンライン資格確認を導入します。 

・一体的に実施している自立相談支援事業、就労準備支援事業及び家計改善支援事業において

も、引き続き関係機関と連携を図り、生活の自立に向けた支援に取り組みます。 

 

 

基本目標３：安全に、安心して暮らせる住み続けたいと思えるまち 

 

１）『地域防災の推進と消防・救急体制の充実』 

・住民の防災意識の向上を図るため、消防署及び各事業所に加え、阪南まもる館も積極的に活用

し、消防訓練、防災訓練、防災講習会及び救急講習会などを実施するとともに、自主防災組織

の新たな結成に向けた防災講演会などを開催します。 

・消防団と連携し、地域防災力の強化に取り組むとともに、消防団活動をより円滑かつ安全に実

施するため、耐用年数が経過した消防車両を更新します。 
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２）『危険や不安のない市民生活の充実』 

・泉南警察署や関連機関と連携し、防犯教室や青色防犯パトロール、街頭啓発などにより犯罪被

害の防止を図るとともに、重大な交通事故の根絶に向け、様々な広報媒体を利用し、交通安全

に関する啓発を実施します。また、消費者被害についても、被害に遭わないまちづくりをめざ

し、啓発を実施します。 

 

３）『下水道事業の経営基盤強化』 

・将来にわたり安定的に事業を継続するため、令和６年度に中長期的な経営の基本計画である下

水道事業経営戦略の見直しを行うとともに、効率的な新規整備や施設の更新などを進め、経営

基盤の強化を図り、健全な下水道経営に取り組みます。 

 

４）『循環型社会の形成』 

・「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基づき、ごみの分別収集とごみ排出量の削減に向けた

取組を進めます。 

 

５）『環境負荷の低減』 

・ゼロカーボンシティをめざし、市民や事業所などに対して、広く環境問題の啓発事業を行いま

す。また、し尿処理施設のＭＩＺＵＴＡＭＡ館において、再生可能エネルギー設備である太陽

光発電の導入に向けた設計に着手し、脱炭素化をめざします。 

 

６）『環境衛生の向上』 

・生活排水処理率の向上を図るため、くみ取りトイレ又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に

転換を図る市民に対し引き続き助成を行います。 

 

 

基本目標４：人生 100年時代を迎え、誰もが学んだ成果を地域で活かして輝けるまち 

 

１）『就学前教育・保育の充実』 

・令和２年３月に策定した第２期「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、本市の就学前教育・

保育の充実及び質の向上に取り組みます。 

・（仮称）第３期「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、本市の就学前教育・保育の充実及

び質の向上に取り組みます。 

・森林環境譲与税基金を活用し、就学前教育・保育施設の木質化や遊具の購入等により、子ども

の成育環境の充実を図ります。 

・保育士等を安定的に確保し、待機児童の解消に向け取り組みます。 

 

２）『学校教育の充実』 

・確かな学力や人権意識を培う教育活動の推進を図り、一人ひとりの生きる力を育成するととも

に、阪南ＧＩＧＡスクールビジョンを推進することによって、児童生徒の学びを支援します。 

・阪南市教育支援センター（シンパティア）の機能を拡充することにより、不登校の態様にある
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園児・児童・生徒の校園生活への復帰や社会的自立を支援すること及び教育に関する多様な相

談を行うことについて、より一層の充実を図ります。 

・子ども支援員を増員することにより、支援を必要とする子どもを含めすべての子どもの生命と

安全を守り、一人ひとりに寄り添った支援の充実を図ります。 

・子ども参加のまちづくりを進めるため、（仮称）阪南市子どもの権利に関する条例の制定に取

り組みます。 

・本市の豊かな自然環境などを活用し、全小学校を実施校として海洋教育の取組を推進します。 

・外国語指導助手の配置などを通じ、子どもたちがワクワクしながら学ぶ英語教育の充実を図り

ます。 

・鳥取東中学校トイレ改修等工事（Ⅱ期）を実施するとともに、小中学校の照明設備のＬＥＤ化

や、体育館用として移動式空調機器を購入し、環境改善を図ります。 

・学校給食事業においては、老朽化が進んでいる学校給食センターの改修に併せ、中学校給食を

小学校給食と同様の食缶方式へ移行するなど、学校給食事業の再構築に取り組むとともに、保

護者・児童・生徒の食に関する関心が高まるように大阪産の食材を使用した献立や郷土料理な

どを取り入れるなど、食育を推進します。 

 

３）『生涯学習の推進』 

・市民が「やりたいと思うこと」を生み出せる体制づくりをめざして、市民の学習活動支援に取

り組むとともに、各社会教育施設の指定管理者と協力して、子どもから高齢者まで様々な人が

学び交流できる豊かな環境を構築し、市民にとってかけがえのない居場所を創出できるよう

事業展開を図ります。 

・複合施設としての新たな魅力を発信し、市民の生涯学習、文化芸術の普及、振興を図るため、

文化センターと図書館を指定管理者により一体的に運営します。 

・地域住民の学びと交流の拠点である公民館については、地域課題を地域住民が主体的に解決す

るための必要な学びを展開し、市民主体の地域づくりを支えていくことにより、利用者の拡大

を図ります。また、市民協働・共創事業により創設した「はんなん海の学校」では社会教育と

して、子どもや若者を中心に「海洋教育」に関する専門的な内容の講義や体験等を気軽に学べ

る機会として提供します。さらに生涯学習を通じた自己実現、地域や社会への貢献等によりす

べての人が当事者として地域社会の担い手となることを目的とした「はんなん人生 100 年大

学」を開講します。 

 

４）『歴史・文化の保存と継承』 

・文化財を活用した豊富な学習機会の提供や活発な啓発活動を行います。埋蔵文化財事務につい

ては、広域化（３市１町）により、専門職員を確保し、効率的に事務を執行します。 

 

５）『生涯スポーツの振興』 

・市民が気軽に運動・スポーツを楽しむことができるよう、社会体育施設の指定管理者と協力し

て各種体育・スポーツ教室・スポーツ大会などの事業を進めるとともに、指導者講習会の内容

を充実させ、講習会参加者がスポーツの指導やボランティア活動を行えるよう環境の整備を

図ります。 
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６）『人権が尊重される社会の形成』 

・一人ひとりが互いをかけがえのない存在であることを認識し、多様性を尊重することが重要で

す。そのためさまざまな機会をとらえて人権意識を高揚させるための啓発に取り組みます。ま

た、「差別事象対応マニュアル」を活用し、行政職員として留意すべき点を理解するとともに、

市民に対して正しい人権意識の醸成に取り組みます。 

・人権に関する相談については、適切な助言や情報提供などを通じ、自らの主体的な判断によっ

て課題を解決できるよう相談事業を充実します。 

 

 

基本目標５：にぎわいと交流を促し、自然環境と調和した未来のまち 

 

１）『観光の振興』 

・大阪・関西万博を見据えた、関西国際空港を利用するインバウンドの受入対応や国内外へのプ

ロモーションによる観光誘客について、（一社）阪南市観光協会との連携のもと各種事業を展

開します。 

・堺市以南の９市４町と民間事業者で構成される、地域連携ＤＭＯである（一社）ＫＩＸ泉州ツ

ーリズムビューローや、和歌山県・奈良県・大阪府内の 20 市町村・教育委員会・観光協会等

で構成される葛城修験日本遺産活用推進協議会など、広域連携によるスケールメリットを活

かした事業を推進します。 

 

２）『商工業の振興』 

・産直市場「匠の ippin」を通じて、阪南ブランド十四匠や美食ブランドＫＵＵをプロモーショ

ンし、地場産品の知名度向上を図るなど、阪南市商工会と連携し、販路拡大に取り組む事業者

の支援を行います。 

・「創業支援等事業計画」に基づき、地域の金融機関とも連携し、創業希望者へのハンズオン支

援を行うとともに、公民連携による経営支援や、市内企業のビジネス開拓などを支援すること

で、新たなビジネス展開を生み出し、地域経済の活性化につなげます。 

 

３）『農業の振興』 

・地域農業の活性化、安定化に向け、担い手や新規就農者の掘り起こしを推進します。 

・企業連携などをすすめ、農地の利用促進を図るとともに、利用集積の拡大や自己耕作の再開を

容易にする農空間保全に関する農地の多面的な活動を支援することで、遊休農地の削減に取

り組みます。また、農業従事者においては、高齢化、担い手不足、耕作放棄地などの「人と農

地の課題」を抱えているため、就農・後継者状況などのアンケート調査や地域の農地状況の地

図化など、地域との話し合いを行いながら将来を見据えた効率的・効果的な農地利用への支援

を行います。 

 

４）『漁業の振興』 

・漁業経営の安定化・強化を図るため、漁業協同組合による「浜の活力再生プラン」に基づいた

海苔・ワカメ・牡蠣の養殖など、漁業の活性化のための取組を支援します。 
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・「里山里海づくりプロジェクト」として、全国アマモサミットの開催をきっかけとし、はんな

んの海で続いてきた漁業という営みの中で培われてきた知恵や技術について、次世代に継承

していきます。 

・環境・生態系の維持回復や安心して活動できる海域の確保などに取り組む団体を支援して漁業

の振興につなげます。 

 

５）『雇用・就労支援の充実』 

・様々な働き方を希望する就職希望者を支援するため、個々のニーズに合わせた就労支援に取り

組みます。 

 

６）『自然と共生するまちづくり』 

・大阪府立阪南・岬自然公園について、大阪府が管理する「近畿自然歩道」の安全性の確保を支

援します。 

・林道のパトロールを行い、通行車の安全確保を図るとともに、防災活動に支障が生じないよう

良好な林道の維持管理を行います。 

 

７）『安全な水辺空間の形成』 

・水辺空間を良好に整備、維持管理することで灌漑用水を確保するほか、市民に安全・安心な暮

らしを提供するため防災上の観点から老朽化したため池の潰廃や改修を計画的に進められる

よう、大阪府、地元水利組合と協議の上、設計調整を行います。 

・準用河川、水路などの市民生活に欠かせない公共施設の適切な維持管理を行います。 

 

８）『魅力的な街並みと快適な住環境づくり』 

・土地利用や都市基盤整備、自然環境の保全、景観形成など、まちの整備、開発、誘導及び保全

に関する具体的な方針となる「都市計画マスタープラン」に基づき、取組を進めます。併せて、

「立地適正化計画」に描くコンパクトシティを推進するため、令和２年８月に「地域連携協定」

を締結した和歌山大学と尾崎駅及び駅周辺地区における歩行者が歩きたくなるまちづくりに

向けた共同研究を行うなど、引き続き、尾崎駅周辺地区のにぎわいの創出を進めます。 

・中心市街地である尾崎駅周辺を対象としたエリア価値の向上に向け、公民が連携し、共にまち

づくりに取り組むため、事業者ヒアリングやワークショップ、社会実験などを進めつつ、アク

ションプランの検討を行います。 

・空家等対策については、「空家等対策計画」に基づき、適切な維持管理、老朽対策や有効利用

などについて、総合的かつ計画的に実施します。 

 

９）『公共交通と自動車交通との融合の実現』 

・ウォーカブルなまちづくりを推進し、居心地よく歩きたくなるまちづくりの推進に取り組みま

す。 

・多様化する移動ニーズや、公共交通の持続性などの課題解決に向け、デマンド交通システム実

証実験の結果なども踏まえながら検討を行い、地域公共交通会議において議論を進めます。 
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10）『都市基盤の形成と維持管理』 

・市民が安全に安心して通行できるように道路・橋梁を補修及び更新することに加え、道路パト

ロールの実施、道路植栽の管理や道路台帳の更新などの適切な維持管理業務に取り組みます。 

・市民の憩いの場である都市公園及び児童遊園の遊具点検、補修等、公園の適切な維持管理業務

に取り組みます。 

 

 

基本目標６：持続可能な発展を支える行政経営のまち 

 

１）『柔軟な行政経営の推進』 

・人口減少や少子高齢化の進展、ライフスタイルの多様化などの社会経済情勢の変化に対応し、

「総合計画」の基本構想に掲げる将来都市像の実現と各施策の取組内容の達成に向けて、より

実効性のある行政経営の仕組みづくりを進めます。 

・国が令和５年度を計画始期とする「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策定したことから、

国が示す戦略との整合性を図り、デジタル技術の浸透・進展などを踏まえ、地域の個性や魅力

を活かした「（仮称）デジタル田園都市国家構想総合戦略」等を策定します。 

・阪南市まちづくり戦略アドバイザーに、まちづくりに係る政策に関し、専門的な立場から助言

又は提言をいただくことで、ＳＤＧｓの達成に向けた地域の社会課題解決に取り組むととも

に、第２期「総合戦略」の重点施策に掲げるスマートシティの推進や、共創によるまちづくり

をより一層推進します。 

・「スマートシティ戦略」では、令和５年度に策定の「スマートシティ推進計画」をもとに、市

役所業務のほか、教育、健康、介護、産業などのあらゆる分野でＡＩなどの新技術・デジタル

ツールを活用して、市民生活の質的向上や地域課題の解決を図るまちづくり、すなわち「スマ

ートシティ」の取組を促進します。 

・行政のＤＸ・ＩＣＴ化を推進するため、一般職員の端末をノートパソコンに更新し、会議等の

効率化やペーパーレス化の促進に取り組みます。また、住民サービスの向上及び業務の効率化

を図るため、各種手続きの電子申請化や窓口予約システム促進、窓口開庁時間の取扱い等につ

いて、関係各課とともに調査研究を行いながら、ＢＰＲ（業務改革）の推進に取り組みます。 

・こうした取組に加え、スケールメリットによる行政の効率化を図るため、引き続き、近隣自治

体との広域連携を推進します。 

 

２）『施策展開のための人材の育成支援・確保』 

・各職階に求められる能力に対応した研修の実施、職員が自らの能力向上に取り組みやすい環境

の整備を行うなど、人材の育成支援・確保に取り組みます。 

 

３）『健全な財政運営』 

・財政非常事態宣言の早期解除に向けて、令和３年９月に策定した「行財政構造改革プラン（改

訂版）」に掲げる取組を計画的かつ着実に推進します。また、令和６年度当初予算編成方針に

基づき、持続可能な行財政運営の確立を推進することで経営資源を捻出し、選択と集中により

「誰もが輝ける舞台都市・阪南の実現」や「ＳＤＧｓ未来都市の実現」の施策展開に取り組み
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ます。 

・「ふるさとまちづくり応援寄附」については、本制度を通じて本市の魅力的な地場産品等を全

国に周知できるよう、４月から一括外部委託する中間事業者と連携して、さらなる返礼品の開

発や効果的なプロモーション等を実施します。 

 

 

 以上が令和６年度の行政経営の基本方針です。  
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３．３． おわりに 

 

・国においては、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」をめざす「デジタル田園都

市国家構想」の実現に向け、デジタル技術の活用によって、地域の個性を活かしながら地方の

社会課題解決や魅力向上の取組を加速化・深化することとしており、デジタル行財政改革の動

きや、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」などを踏まえ、

「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023改訂版）」が策定されています。 

・本市においても、あらゆる分野で急速にデジタル化が進むなか、「デジタル田園都市構想」の

実現に向け、「人口ビジョン」及び、第２期「総合戦略」の改訂を進めます。 

・本市は、自然環境に恵まれ、また、大阪都市圏内に位置し、関西国際空港とのアクセスが良い

ことから「ちょうどよい田舎」として、テレワークスペースなどの心地よく働くことができる

環境整備（サードプレイスづくり）を行うなど、働く場所と生活空間の近接する新しい生活様

式を見据えた、まちづくりを今後も展開します。 

・大阪・関西万博の開催まで約１年となるなか、本市は、大阪・関西万博へ向け、大阪・関西万

博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現し、国内外において多様な参加者が主体

となり、理想としたい未来社会を共に創り上げていくことをめざす「共創パートナー」として

役割を果たすため、様々な社会課題の解決に向け、自らが主体となって未来に向けて行動を起

こしている、行動を起こそうとしている活動である「共創チャレンジ」の支援を行っています。

その一環として、「共創チャレンジ」の活動成果を市内外に広く発信することや、「共創チャレ

ンジ」メンバーの交流と市内から新たな「共創チャレンジ」の創出につなげて、阪南市が１つ

のパビリオンとなるよう、「はんなんＳＤＧｓ万博」を開催します。 

・引き続き、大阪府などと連携し、２０２５年に開催される大阪・関西万博を盛り上げていくと

ともに、まちの魅力を高めます。 

・最後に、改めまして、議員各位並びに市民の皆さんへ行財政構造改革の取組と併せて、「活力

とやさしさあふれる新しい阪南市」の実現に向けたまちづくりに対するご理解とご協力をお

願い申し上げまして、私の決意表明とします。 
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